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第１章 はじめに 
 

１  計画策定の趣旨  

我が国においては、ますます少子高齢化が進むことが予測され、労働人口

の減少、社会保障費の増大や経済規模の縮小など、社会経済や雇用情勢への

多大な影響が懸念されています。  

これに加え、地方圏においては、生産年齢層が、高い賃金や雇用の安定性

を求めて大都市圏へ流出していることも大きな課題となっています。  

本市においても例外ではなく、少子高齢化や人口減少、これに伴う厳しい

財政状況がこのまま進行すれば、本市のまちづくりにも大きく影響すること

が予測されます。  

このような状況の一方で、情報通信技術 (ＩＣＴ )の急速な進展に伴い、ス

マートフォン※１やタブレット端末※２などの普及が進み、いつでも、どこで

も、誰とでもつながり、映像、画像データを含む多種多様で大量の情報を共

有することができるようになったことにより、市民の生活やコミュニケーシ

ョンの形態が大きく変わるとともに、働き方までもが変わろうとしています。 

そこで飯塚市では、「いつでも、どこでも、誰とでもつながる」というＩＣ

Ｔの特性を生かして、地域情報化を推進し、大都市圏や海外ともつながるこ

とにより、自然あふれる地方都市としての住みやすさに、利便性や働きやす

さといった、さらなる魅力をプラスすることで、人口減少や地域経済の停滞

に歯止めをかけ、将来にわたって発展し続けることができるまちづくりを目

指して、「飯塚市地域情報化計画」を策定するものです。  

  

                                                   
※１  スマートフォン：パソコンに近い性質を持った携帯電話。  
※２  タブレット端末：キーボードがなく、液晶ディスプレイに指先で触れて操作する、軽量なパソコン。  



 

3 
 

２  計画の位置づけ  

本計画は、本市のまちづくりの基本的な方向性を示した「第２次飯塚市総

合計画」を上位計画とし、本市の都市目標像である「人が輝き  まちが飛躍

する  住みたいまち  住みつづけたいまち」の実現を目指すため、情報化の

動向等を踏まえながら、本市が取り組む情報化施策を示す計画として位置づ

けられています。  

 

 
 

  

各種計画

地域防災計画

子ども・子育て

支援事業計画

いいづか健幸

都市基本計画

地域福祉計画

障がい者計画

・・・

環境基本計画

連
携

地域情報化計画

＜都市目標像＞

人が輝き まちが飛躍する 住みたいまち 住みつづけたいまち
～共に創り 未来につなぐ 幸せ実感都市 いいづか～

＜まちづくりの基本理念＞

(１) 人権を大切にする市民協働のまち

(５) 水と緑豊かな快適で住みよいまち

(４) やさしさと豊かな心が育つまち

(３) 活力とうるおいのあるまち

(２) 共に支えあい健やかに暮らせるまち

まち・ひと・しごと創生総合戦略

総
合
的
か
つ
体
系
的
な
推
進

第2次飯塚市総合計画

整合
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３  計画の構成と期間  

本計画は、「基本方針」、「基本目標」、「個別施策」で構成し、個別施策を実

現するための具体的な事業については、「第２次飯塚市総合計画」における

「実施計画」の枠組みで実施することとします。  

なお、計画期間は、２０１８年度 (平成３０年度 )を初年度とし、最終年度

を「第２次飯塚市総合計画」と同じく２０２６年度までとします。 (９年間 ) 

 

 

  

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

第 ２ 次 飯 塚 市 総 合 計 画

飯 塚 市 地 域 情 報 化 計 画

前 期 中 期 後 期
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４  情報化の動向  

インターネット※１の普及、有線・無線ネットワークの高速化、大容量化な

ど情報通信技術の進展に伴い、主に次のような状況となっています。  

 

■  スマートフォン、タブレット端末の普及  

近年、スマートフォンやタブレット端末の急速な普及により、いつでも、

誰でも、どこでもインターネットに接続できるようになり、その利便性から

利用者も年々増加しています。  

また、スマートフォンなどの処理能力や通信技術などの向上により、映像、

画像データを含む多種多様で大量のデータ伝送が可能となったことから、デ

ータ流通量も飛躍的に増大している状況です。  

 

■  ソーシャルメディア※２の普及  

スマートフォン等のモバイル端末※３の普及により、インターネットを利用

して誰でも手軽に情報を発信し、相互のやりとりができるソーシャルメディ

アも急速に普及してきています。  

代表的なものとして、ブログ、Facebook や X(旧 Twitter)等のＳＮＳ※４

(ソーシャルネットワーキングサービス )、Youtube やニコニコ動画等の動画

共有サイト、LINE 等のメッセージングアプリがあります。  

 

■  データの利活用  

インターネットの普及やコンピュータの処理速度の向上に伴い、文字だけ

でなく、音声や写真、動画などを含め、企業が保有する情報、個人のライフ

ログ※５情報など、社会や市場に存在する多種多量の情報、いわゆるビッグデ

ータ※６を収集、分析し、商品開発や販売戦略などのマーケティング ※７に活

かすなど、ビジネスシーンでの活用が進んでいます。  

                                                   
※１  インターネット：世界中の膨大なコンピュータや通信機器を相互に繋いだ、巨大なネットワーク。  
※２ ソーシャルメディア：インターネット上で展開される、個人による情報発信や個人間のコミュニケーション、  

人の結びつきを利用した情報流通などといった社会的な要素を含んだメディア (媒体 )のこと。  
※３  モバイル端末：小型軽量で持ち運びに適した情報端末のこと。小型ノートパソコン・スマートフォン・タブレ  

ット端末など。  
※４  SNS：インターネット上で人と人のコミュニティを形成するサイトで、趣味、出身、その他の共通のつながり  

により、人間関係を構築する場を提供するサービス。  
※５  ライフログ：普段の私たちの生活や体験を映像・音声・位置情報などを電子データとして記録すること。  
※６  ビッグデータ：様々な種類や形式を含んでいて、記録や保管、解析が難しい膨大なデータのこと。  
※７  マーケティング：販売の促進を目的として企業が消費者のニーズに合わせて商品の生産やサービスの強  

化をすること、また、そのために情報収集を行うこと。  
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また、国や地方公共団体など公共機関が保有しているデータを機械判読に

適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開する、いわゆるオ

ープンデータ ※１を活用した新たな行政サービスやビジネスの創出も期待さ

れています。  

 

■  ＩｏＴ※２、ＡＩ※３等の技術の進展  

端末などのセンサー技術の小型軽量化、低廉化により、モノのインターネ

ット (ＩｏＴ： Internet of Things)の爆発的な普及も始まっています。  

ＩｏＴは、パソコンやスマートフォンだけでなく、テレビやエアコンなど、

あらゆるモノがインターネットに繋がることにより、モノが相互通信し、遠

隔からも認識や計測、制御などが可能となる技術です。  

また、人工知能 (ＡＩ：Artificial Intelligence)についても、インターネッ

トの検索エンジン※４やスマートフォンの音声応答アプリケーション ※５の音

声検索や音声入力機能、各社の掃除ロボットなど、既に様々な商品・サービ

スに組み込まれており、「ビッグデータ」と呼ばれているような大量のデータ

を用いることでＡＩ自身が知識を獲得する「機械学習」や知識を定義する要

素 (特徴 )をＡＩが自ら習得するディープラーニング※６ (深層学習 )などにより、

技術水準も飛躍的に向上してきているような状況です。  

さらに、仮想通貨に代表されるブロックチェーン※７などの技術も、様々な

分野での活用が期待されています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※１  オープンデータ：誰でも利用・加工が可能で利用料や著作権等がない状態で公開されたデータのこと。  
※２   ＩｏＴ：様々な物や機械をインターネットとつなぐこと。センサーと通信機器がついた物や機械がデータを収  

集・通信し、集積されたデータを生活やビジネスに活用することができる。  
※３ ＡＩ：学習・推論・認識・判断などの人間の知能を持たせたコンピュータシステムのこと。  
※４ 検索エンジン：インターネット上に存在する様々な情報を検索するシステムのこと。  
※５  アプリケーション：ワープロ・ソフト、表計算ソフト、画像編集ソフトなど、作業の目的に応じて設計されたソ  

フトウェア。略してアプリともいう。  
※６  ディープラーニング：コンピュータ自らが、データに含まれる潜在的な特徴をとらえ、より正確で効率的な判  

断をする学習法。  
※７ ブロックチェーン：情報通信ネットワーク上にある端末どうしを直接接続し、暗号技術を用いて、取引記  

録を分散的に処理・記録するデータベースの一種。  
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地方公共団体の情報化施策に関連する最近の国の動向は、主に次のような

状況となっています。【「世界最先端ＩＴ※１国家創造宣言 (平成２８年５月２

０日閣議決定 )」等より】  

 

■  自治体クラウド※２の推進  

地方公共団体の情報システム改革を推進するとともに、業務の共通化・標

準化を行いつつ、クラウドコンピューティング技術※３を活用した自治体クラ

ウド導入の取組を加速することにより、当該情報システムのコスト削減を図

る。  

また、自治体クラウド導入団体にあっても更なる業務の共通化・標準化の

実施によるクラウド化業務範囲の拡大等自治体クラウドの質の一層の向上

を図る。  

 

■  ＩＣＴガバナンス※４体制の強化  

一定の専門性を有する人材の育成・確保を図るとともに、サイバーセキュ

リティ※５対策、システム改革や業務改革、ＩＣＴ利活用推進等の着実な取組

を推進する。  

また、システム改革や業務改革を通じて得られた知見・ノウハウを全体で

蓄積・共有することにより、システムや業務に係る正確な現状把握やサービ

ス品質向上のために分析が必要な数値等の活用、プロジェクトの適切な管理

等に係る職員のスキル (ＩＣＴマネジメント能力 ※６ )を向上させる取組を推

進する。  

 

■  社会保障・税番号制度 (マイナンバー制度 )に関する取組  

平成２８年度から国・地方公共団体の調達情報の共有を開始するとともに、 

 

                                                   
※１  ＩＴ：コンピュータの機能やデータ通信に関する技術のこと。ＩＣＴとほぼ同じ意味合いで使われる。  
※２  自治体クラウド：クラウドコンピューティング技術※３を活用して、自治体の情報システムの集約と共同利  

用を進めることにより、情報システムに係る経費の削減や住民サービスの向上等を図るもの。  
※３  クラウドコンピューティング技術：データセンターに多数のサーバを用意し、ネットワークを通じてソフトウェ  

アやデータ保管領域を利用する技術。 (データセンター：各種のコンピュータやデータ通信装置等を設置・  

運用することに特化した施設の総称。 )  
※４  ＩＣＴガバナンス：組織の目標を実現するために必要な情報システムの導入や運用を適切に管理したり、  

見直したりする仕組み。  
※５  サイバーセキュリティ：サイバー攻撃からの防御行為や安全確保を行うこと。 (サイバー攻撃：特定の国  

家、企業、団体、個人などのネットワークを破壊したりデータを盗んだりする行為。 )  
※６  ＩＣＴマネジメント能力：情報システムを適切に管理運営する能力のこと。  
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マイナンバーカード※１を用いた国・地方公共団体における調達手続の簡素

化や、各種申請手続や定期的な行政手続の簡素化、国民の利便性向上に大き

な効果がある業務での利活用案の検討を進め、民間事業者等における業務コ

ストの低減や情報連携による事業活性化に効果的な取組を推進する。  

 

■  情報セキュリティ対策の推進  

サイバー攻撃が急速に複雑・巧妙化している中、情報セキュリティの強化

は喫緊の課題であり、特に、マイナンバー制度により全国の自治体の情報シ

ステムが広く連携することとなるため、より一層のセキュリティの強化が必

要である。  

そこで、平成２７年の日本年金機構における個人情報流出事案等を踏まえ、

全ての自治体で情報セキュリティ対策の確保を図るべく取組を推進する。  

 

■  安全で災害に強い社会の実現  

ＩＣＴを利活用することにより、地理空間情報 (Ｇ空間情報※１ )等を活用し

た避難誘導、消防活動、被災者の安否確認や避難所機能の強化等の災害現場

対応を可能とするなど、災害に強い社会の実現に向けた取組を推進する。  

 

■  オープンデータ、ビッグデータ利活用の推進  

国・地方公共団体・民間事業者等が保有するデータを可能な限り社会全体

で共有し、活用するための課題解決型オープンデータを推進する。  

また、ビッグデータを相互に結び付け、活用することにより、新ビジネス

や官民協働の新サービスなどが創出される社会を実現する。  

  

                                                   
※１  マイナンバーカード：個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、  

また、様々な行政サービスを受けることができるようになる IC カード。  
※２  Ｇ空間情報：空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報 (位置情報 )及びそれに関連づけられた  

情報からなる情報のこと。  
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第２章 情報化の現状と課題 
 

１  本市における情報化の現状  

本市では、市民・企業・大学・行政等において、それぞれが豊かな生活や

企業活動、学術研究、行政サービスなどでＩＣＴを活用しています。  

また、ＩＣＴを活用するうえで重要な情報通信基盤の整備についても、通

信事業者による高速通信網の整備が進んでいるところです。  

 

本市の行政サービスにおいては、市民の利便性向上のため、コンビニエ

ンスストアを利用した、市税等のコンビニ収納及び住民票や印鑑証明など

のコンビニ交付をはじめとして、インターネットを活用した図書館の貸出

予約やスポーツ施設予約のシステムも導入しています。  

また、多様化する市民ニーズにこたえるため、公式ホームページやＳＮＳ

を活用した情報発信力の強化にも努めています。  

市議会においても、インターネット中継をはじめ、平成２９年度からは、

タブレット端末を活用したペーパーレス化※１に取り組んでいます。  

防災の分野においても、ワンストップ防災情報伝達システムや河川監視カ

メラのライブ映像配信など、ＩＣＴを活用した情報発信に努めています。  

 

本市では、業務の効率化のため、住民情報や市税、保健福祉などを処理す

る基幹系システム、財務会計や文書管理などを行う内部情報系システム、そ

のほかにも専門分野において様々な電算システムが導入されています。  

なお、平成２８年１月からは、民間のデータセンターを活用して、他の自

治体とシステムを共同利用する、いわゆる「自治体クラウド」にも取り組み、

システムの導入・運用コストの削減を図っています。  

また、個人情報を管理するネットワークとインターネット (外部とつなが

るネットワーク )を分離するなど、情報漏えいを防止するための情報セキュ

リティの強靭化にも取り組んでいます。  

                                                   
※１  ペーパーレス化：文書、書類、帳票類の電子化を進めてパソコンなどでファイルとして閲覧できるように  

することで、業務の効率化やコスト低減を図る取組のこと。  
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２  本市が抱える情報化の課題  

●地域コミュニティや地域経済の活性化  

人口減少、少子高齢化などによる急激な社会の変化により、地域がつなが

り共に助け合う、「共助」の機能が低下しています。  

また、人口減少社会において消費の低迷や地域間競争が進む中、様々な創

意・工夫による地域経済の振興策が求められています。  

そこで、ＩＣＴの特性を有効に活用して、人と人、人と地域がつながり、

共に支え合う、地域コミュニティの再生及び本市の特性を最大限に生かした

地域経済の活性化を支援する取組が必要となっています。  

●安全・安心なまちづくり  

近年発生している震災や豪雨被害などにより、市民生活に関わる安全・安

心への関心はより一層高まっています。  

あらゆる災害に対応し、被害の軽減を図るためには、「自助」、「共助」、「公

助」が効果的につながることが重要となります。  

また、防犯、交通安全、消費者保護など日常生活における安全・安心にも

取り組む必要があります。  

このため、ＩＣＴを活用し、市民、地域、行政をつなげ、情報発信力を強

化する取組が必要となっています。  

●情報格差  

経済活動のグローバル化※１やＩＣＴの飛躍的な進展により、人やもの、大

量の情報などがつながっています。  

これにより、多くの人たちがその恩恵を受ける一方、情報が行き届かなか

ったり、情報があってもうまく活用できなかったりする、情報格差も生じて

います。  

本市においても、高速通信網の整備は年々進んではいるものの、市内の全

域にまでは行き渡っていないのが現状です。  

また、情報機器等の扱いに不慣れな人は、情報を得ようとするときに、紙

媒体などによる限られた情報しか得ることができず、大量で多様な情報があ

っても、それを活用できない場合もあります。  

今後は、情報通信基盤の充実に加え、市民の情報処理能力向上の取組や必

要な情報を様々な方法で得ることができる仕組みづくりが重要となります。 

 

                                                   
※１  グローバル化：政治・経済、文化など、様々な側面において従来の国家・地域の垣根を越え、地球規模  

で資本や情報のやり取りが行われること。  
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●いつでも、どこでも、誰でも簡単に  

近年のスマートフォンやタブレット端末の急速な普及により、いつでも、

誰でも、どこでもインターネットに接続できるようになり、市民生活の利便

性が大きく向上する中、行政サービスに対しても、さらなる利便性の向上が

求められています。  

このため、今後も市民のさらなる利便性の向上に向けて、「いつでも、どこ

でも、誰でも簡単に」、必要な情報が得られ、各種手続きが行える行政サービ

スを推進していく必要があります。  

●多様化する市民ニーズ  

近年、人々の趣味・志向・価値観が多様化し、様々なライフスタイル ※１が

存在する中、市民一人ひとりにあわせた行政サービスの提供が求められてい

ます。  

そこで、多様化する市民ニーズを的確に捉える取組とともに、様々な方法

により必要な情報を伝えることができる、情報発信力の強化が重要となりま

す。  

 

●行政運営のさらなる効率化  

本市では、業務の効率化を図るため、各種電算システムを導入するととも

に、自治体クラウドによるコストの削減も合わせて取り組んでいるところで

すが、多様化する市民ニーズに柔軟に対応し、市民満足度の高い行政サービ

スを提供するためには、さらなる改善、見直しを行い、効果的・効率的な行

政運営に取り組んでいく必要があります。  

●ＩＣＴマネジメント  

情報化における行政運営のさらなる効率化を推進するためには、電算シス

テム等の適切な改善、見直しを行う仕組みを整備する必要があります。  

また、個人情報を扱う電算システムのセキュリティ強化とともに、電算シ

ステム等を実際に使用し、活用していく職員の情報リテラシー ※２の向上への

取組も重要となります。   

                                                   
※１  ライフスタイル：生活様式。人生観・価値観・習慣などを含めた個人の生き方。  
※２  情報リテラシー：情報通信機器等を利用して、情報やデータを扱う能力や知識のこと。情報の選択・収  

集・発信等の情報活用能力。  
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第３章 情報化の方向性 
 

１  基本方針  

本市が目指す都市目標像を実現するにあたり、情報化の視点からその実現を支

えるために、次とおり情報化の基本方針を定め、本計画を推進します。  

 

ＩＣＴの活用により、人と地域、行政がつながり、一人ひとりの個性や能力が発

揮される、市民協働のまちを目指します。  

また、市内外への情報発信力を強化するとともに、多様化する市民ニーズを的確

に捉え、効果的・効率的な行政運営を推進します。  

 

ＩＣＴを活用して保健・医療・福祉の連携を図ることにより、子どもから高齢者

まですべての市民が共に支えあい、健康で幸せに暮らせるまちを目指します。  

 

大学や研究機関、医療機関などが立地し、豊かな自然や歴史的資産が存在するな

ど、本市の持つ特性とＩＣＴの特性を生かした産業の振興や雇用の促進を図ると

ともに、本市の魅力を生かした観光の振興や国際交流の推進を図ります。  

 

ＩＣＴの特性を生かし、子どもたちの学習意欲を高め、わかりやすく深まる授業

を実現し、確かな学力の向上を目指すとともに、校務の効率化を図ります。  

また、歴史的・文化的遺産を保護、活用するとともに、生涯学習、スポーツ、文

化の振興並びに国際交流・多文化共生の推進を図ることで、やさしさと笑顔にあふ

れるまちを目指します。  

 

防災や防犯にＩＣＴを活用し、安全・安心なまちづくりを目指すとともに、定住

環境や公共交通の充実など生活基盤・都市基盤の強化を図ります。  

また、環境に関する情報を発信し、自然と調和した住みよいまちを目指します。  

基本方針１ ＩＣＴでつながる市民協働のまちづくり  

基本方針２ ＩＣＴを活用し、共に支えあう健幸なまちづくり  

基本方針３ ＩＣＴで実現！活力とうるおいのあるまちづくり  

基本方針４ ＩＣＴで意欲的な深い学び、豊かな心が育つまちづくり  

基本方針５ ＩＣＴで安全・安心、自然あふれる快適で住みよいまちづくり 
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２  基本目標  

本計画に定める５つの基本方針を達成するため、基本方針ごとに具体的な

基本目標を設定し、計画を推進します。  

基本方針１  ＩＣＴでつながる市民協働のまちづくり  

 

誰もがＩＣＴを利用することで、人や地域、行政がつながり、一人ひとりの個性

や能力が発揮され、共に支えあう市民協働のまちを目指します。  

 

情報通信基盤の整備を促進し、市内外への情報発信力を強化するとともに、ＩＣ

Ｔを適切に利活用し、いつでも、どこでも、誰でも簡単に、個に応じた行政サービ

スが受けられる市役所を目指します。  

 

ＩＣＴ機器や情報システムの調達・運用コストを抑制するとともに、導入効果の

分析や継続的な業務改善を行うことで、効果的・効率的な行政運営を目指します。 

 

情報システムの導入や運用を組織的に管理する仕組みを確立するとともに、情

報セキュリティ対策や職員の情報リテラシー向上など、ＩＣＴマネジメントを推

進します。  

基本方針２  ＩＣＴを活用し、共に支えあう健幸なまちづくり  

 

子育て関連の情報を積極的に発信し、共有することで、地域と子ども、その保護

者がつながり、みんなで支えあう子育て支援を推進します。  

 

ＩＣＴを生かして健幸都市づくりの情報発信に努めるとともに、保健・医療・福

祉の連携と充実を図ることで、子どもや高齢者、障がい者などすべての人が安心し

て暮らせるまちづくりを目指します。  

基本目標１－１ ＩＣＴで人をつなげ、共に支えあう協働のまちづくり 

基本目標１－２ いつでも、どこでも、誰でも簡単に受けられる行政サービス 

基本目標１－３ 効果的・効率的なＩＣＴの導入と運用  

基本目標１－４ ＩＣＴマネジメントの推進 

基本目標２－１ ＩＣＴでつながり、支えあう子育て支援の推進 

基本目標２－２ ＩＣＴで実現する！すべての人が安心して暮らせる保

健・医療・福祉の連携と充実 
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基本方針３  ＩＣＴで実現！活力とうるおいのあるまちづくり  

 

ＩＣＴを活用し、本市の魅力を市内外に発信するとともに、本市の持つ特性とＩ

ＣＴの特性や能力を生かした産業の振興、雇用の促進、観光の振興及び国際交流の

推進を図ります。  

基本方針４  ＩＣＴで意欲的な深い学び、豊かな心が育つまちづくり  

 

教科指導等において、ＩＣＴが持っている特性を効果的に活用し、子どもたちの

学習意欲を高め、わかりやすく深まる授業を実現することで、確かな学力の向上を

目指すとともに、校務事務の効率化を図ることにより、教育の質の向上や学校経営

の改善・効率化を目指します。  

 

ＩＣＴを活用し、生涯学習、スポーツ、文化の振興並びに国際交流・多文化共生

の推進を図るとともに、歴史的・文化的遺産を保護し、教育・観光分野などへの活

用を図ります。  

基本方針５  ＩＣＴで安全・安心、自然あふれる快適で住みよいまちづくり 

 

地域の防犯・防災及び子どもや高齢者、障がい者の見守り情報の提供など、ＩＣ

Ｔを活用することにより、安全・安心なまちづくりを推進します。また、生活基盤

や都市基盤などの整備や環境の分野においても幅広くＩＣＴを活用していくこと

で、快適で暮らしやすいまちづくりを目指します。  

  

基本目標３－１ 市の魅力を発信！ＩＣＴを活用し、地域経済の活性化を支援 

基本目標４－１ ＩＣＴを効果的に活用した、特色ある学校教育の推進 

基本目標４－２ ＩＣＴを活用した生涯学習、スポーツ、歴史、文化の

振興並びに国際交流・多文化共生の推進  

基本目標５－１ 安全・安心で快適なまちづくりの支援  
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第４章 情報化の施策 

１  個別施策の後期見直し  

新型コロナウイルス感染症の拡大により、経済・社会情勢のみならず、人々

のあらゆる価値観・生活様式が大きく変容し、デジタルの活用については、

もはや社会的な基盤として当たり前に求められるほどに、その必要性が増し

ました。  

国においても、デジタル化を強力に推進するため、デジタル社会実現の司

令塔として令和 3 年 9 月にデジタル庁を設置し、誰一人取り残されない、

人にやさしいデジタル化を目指し、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」

を策定されました。  

 

本市では、２０４０年 (令和２２年 )には高齢者の割合がさらに増加する一

方で、６０歳以下は年齢が低下するほど人口が少なくなることが見込まれ、

超少子高齢化がさらに進行し、生産年齢人口の絶対量の不足という危機に直

面すると予想されます。  

このような状況にあっても、持続可能な形で行政サービスを提供し続け、

その水準を維持し続けるためには、住む場所、働く場所、子どもを育てる場

所として選んでいただけることが重要であり、選んでいただくことにより、

まちが賑わい、さらに選んでいただける、そういった好循環が生まれること

で、発展し続けるまちになると考えています。  

 

超少子高齢化による生産年齢人口の減少が進行する時代にあっても、発展

し続けるまちとなるには、デジタル化やスマート自治体への転換は避けてと

おれないものとなっております。  

そこで、デジタルを活用することで、住民の方々が満足度の高い行政サー

ビスを受けられ、地域社会の魅力が向上し、将来にわたって発展し続けるこ

とができるまちづくりを目指し、後期個別施策の見直しを行うものです。  
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２  個別施策  

基本目標ごとの具体的な情報化施策として、次の分類による個別施策を定

め、基本目標の達成に向けた取組を推進します。  

 

 

基本目標の達成に向けて、早急に取り組む必要がある施策や特に重要度が

高く、優先的に取り組む施策、必ず取り組むべき施策。  

 

 

基本目標の達成に向けて、効果が大きいと考えられるもので、費用対効果

や実施方法、実施時期などについて、評価・検討の期間を経て取り組む施策。

概ね、計画の当該期内に検討を終え、次期までに取り組む。  

 

 

社会情勢や市民ニーズを踏まえ、費用対効果や実施方法などについて、評

価・検討に相当な期間を要する施策、及び将来的に効果が期待される事業に

ついての調査研究施策。計画の当該期内に調査研究等を行い、その結果に基

づき、推進施策や重点施策に移行する。  

 

※後期より新たに追加  

 各期において、重点施策として取り組み概ね事業が完了した施策で、後

期計画において、引き続き利活用の促進等取り組むため、継続施策を新設

する。  

  

重点施策 

推進施策 

調査研究施策 

継続施策 
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基本目標１－１  ＩＣＴで人をつなげ、共に支えあう協働のまちづくり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１公共施設への公衆無線ＬＡＮの整備により、市民の利便性の向上やデジタルデ

バイド※ 2 対策等に寄与するとともに、災害時の情報収集や通信手段の確保につな

がっています。今後も公衆無線ＬＡＮの効率的・効果的な運用に向け、活用を促進

します。  

  

                                                   
※１  公衆無線ＬＡＮ：ノートパソコン・スマートフォン・タブレット端末などの所有者が、主に外出先や旅行先  

などの公衆エリアで、無線でインターネットに接続できるサービス (Ｗｉ-Ｆｉ )のこと。  
※２  デジタルデバイド：インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる人と利用できない人の間に  

生じる格差、情報格差のこと。  

【前期】重点施策１－１－１  公衆無線ＬＡＮ※１の整備、活用促進 

【中期】重点施策１－１－１  公衆無線ＬＡＮの整備、活用促進

【後期】継続施策１－１－１  公衆無線ＬＡＮの活用促進

（前期実施状況）  

・中央公民館、１２交流センター、いいづかスポーツ・リゾートテニス

コート、穂波福祉総合センターへの公衆無線ＬＡＮの整備  

・公衆無線ＬＡＮを市民講座等へ活用  

（中期実施状況）  

・アクセスＩＤ利用で長時間利用可能な Iizuka_City_Wi-Fi の整備  

・各支所に市民向けの Iizuka_Free_Wi-Fi の整備  

・公衆無線ＬＡＮを市民講座等へ活用  
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市民意見募集や市民アンケート等において、紙媒体によるアンケート等だけで

なく、ＩＣＴを活用することで、市民からの意見を効率的に収集するとともに、集

約についても効率化が図れるため、引き続きＩＣＴの活用を推進します。  

 

 

自治会活動の一部にデジタルツール (情報共有ツール・デジタル回覧板等 )を活

用できるよう民間企業と連携して、地域の状況に応じたツールの導入及び利活用

を目指し調査研究を行います。  

 

  

【前期】推進施策１－１－２  ＩＣＴを活用した市民ニーズの把握  

【中期】重点施策１－１－２  ＩＣＴを活用した市民ニーズの把握  

【後期】継続施策１－１－２  ＩＣＴを活用した市民ニーズの把握  

【後期新規個別施策】 

調査研究施策１－１－３  地域活動におけるデジタル化の推進  

（前期実施状況）  

・電子申請による市民意見公募の実施  

（中期実施状況）  

・電子申請による市民意見募集の実施  

・電子申請によるアンケートの実施  
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基本目標１－２   いつでも、どこでも、誰でも簡単に受けられる行政サービス  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※情報通信基盤の未整備地区の光ファイバ整備を終えたため廃止。鳥獣対策事業

については再掲のため、重点施策３－１－２「産学官が連携した産業のＩＣＴ化の

推進」として設定します。  

 

  

【前期】重点施策１－２－１  情報通信基盤の整備促進  

【中期】重点施策１－２－１  情報通信基盤の整備促進  

（前期実施状況）  

・超音波センサーによる河川水位測定実験の実施  

・衝撃センサーを活用した鳥獣駆除対策実験の実施  

（中期実施状況）  

・未整備地区の光ファイバ整備  

・（再掲）ＩｏＴを活用した鳥獣対策実証実験を終え、わな監視システ

ムを導入  
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本市の公式ＳＮＳ (Facebook、X(旧 Twitter)、Instagram、LINE)による情報発

信について、リアルタイムな情報発信に努めるとともに、公式 LINE においては、

市民が受け取りたい情報を選択し、自分に必要な情報を受け取るセグメント配信

の機能を活用し、効果的な情報発信を推進します。  

 

  

【前期】重点施策１－２－２  ＳＮＳ等を活用した適時適切な情報発信の推進 

【中期】重点施策１－２－２  ＳＮＳ等を活用した適時適切な情報発

信、受信の推進 

【後期】継続施策１－２－１  ＳＮＳ等を活用した適時適切な情報発

信、受信の推進 

（前期実施状況）  

・従来の Facebook、Twitter、Instagram の運用に加え、平成３０年度

から LINE の運用を開始  

・市民参加型企画（＃飯塚探し）開始によるフォロワー数の増  

（中期実施状況）  

・市公式 LINE のシステム改修を実施、各種機能拡充（セグメント配

信、予約機能、ゴミ収集日の事前通知サービス等の追加）を実施。フォ

ロワー増に向けチラシ・動画を作成。  
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窓口サービスにおける市民満足度や利便性の向上と行政事務の効率化を同時に

実現するため、「書かない」、「待たせない」、「行かなくてもよい」スマート窓口を

導入することにより、フロントヤード※１に係るデジタル化及びバックヤード※２に

係るデジタル化を推進します。  

  

                                                   
※１  フロントヤード：住民と行政との接点を意味する。  
※２  バックヤード：行政の内部事務を意味する。  

【前期】推進施策１－２－３  ＩＣＴを活用した窓口サービスの改善  

【中期】重点施策１－２－３  「書かない」、「待たせない」スマート窓

口の推進 

【後期】重点施策１－２－２  「書かない」、「待たせない」、「行かなく

てよい」スマート窓口の推進  

（前期実施状況）  

・手話や主要外国語１１か国語を遠隔通訳するためのアプリケーショ

ンを備えたタブレットを本庁・支所に５台設置  

（中期実施状況）  

・マイナンバーカード利活用の検討  

・引越し転入・転出ワンストップサービスを開始  
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市民や事業者の利便性の向上及び行政サービスの効率化につながることから各

種申請のオンライン化を推進します。  

電子納付については、重点施策１ -２ -６「キャッシュレス化の推進」へ統合。

 

 

  

                                                   
※１  オンライン：コンピュータなどの機器がネットワークに接続された状態のこと。  

【前期】推進施策１－２－４  電子申請、電子入札など電子自治体の推進 

【中期】重点施策１－２－４  電子申請、電子署名、電子納付等による

行政手続きのオンライン※ １化 

【後期】重点施策１－２－３  電子申請による行政手続きのオンライン化 

（前期実施状況）  

・電子申請の開始  

・電子入札システムの整備  

（中期実施状況）  

・各種証明書等の支払いに係るキャッシュレス決済の導入  

・電子入札対象業種の拡充  

・行政手続きのオンライン化の実施  
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マイナンバーカードについては、コンビニ交付以外での活用等検討を行い、市民

の利便性の向上に資するため、マイナンバーカードの活用を促進します。  

 

  

【前期】調査研究施策１－２－５ マイナンバーカードの活用研究 

【中期】重点施策１－２－５  マイナンバーカードの活用促進 

【後期】重点施策１－２－４  マイナンバーカードの活用促進 

（前期実施状況）  

・らくらく申請システム（マイナンバーカードによる住民票・税証明等

の交付）の導入検討  

・申請書作成支援システムの導入検討  

（中期実施状況）  

・令和３年度に自治体マイナポイント事業として、地域活性化応援券、

セカンドライフ応援ポイント及び健幸ポイントの電子化の実証事業を

行った  
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ＡＩの活用については、24 時間いつでもどこでも市民からの問い合わせに対応

するため、チャットボットの導入をしています。生成ＡＩ※ 1 については、市民サ

ービス向上や職員の業務負担軽減にも期待ができるため、情報の正確性やセキュ

リティリスク等を十分に考慮しながら生成ＡＩの活用を推進します。  

 

 

国においては、2025 年 (令和 7 年 )にキャッシュレス決済比率を 4 割程度とす

ることを目指しており、本市においても市⺠の利便性向上に資するため、各種支払

いのキャッシュレス化を推進します。  

 

  

                                                   
※１ 生成 AⅠ：画像や音楽、文章など様々なデータを学習し、新しいコンテンツを生成することのできる AI の

こと。  

【中期新規個別施策】  

重点施策１－２－６  ＡＩを活用した窓口サービス改善  

【後期】重点施策１－２－５  ＡＩを活用した行政サービスの推進 

【後期新規個別施策】  

重点施策１－２－６  キャッシュレス化の推進 

（中期実施状況）  

・ホームページ、LINE 上で、ＡＩチャットボットの導入  
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基本目標１－３  効果的・効率的なＩＣＴの導入と運用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷製本に要する時間削減、消耗品費などのコスト削減、セキュリティ面の強化、

書庫等執務室内のスペースをより有効に活用するため、引き続きペーパーレス化

を推進します。  

 

  

【前期】重点施策１－３－１  ペーパーレス化の推進  

【中期】重点施策１－３－１  ペーパーレス化の推進  

【後期】重点施策１－３－１  ペーパーレス化の推進  

（前期実施状況）  

・本庁舎６箇所の会議室等へアクセスポイントを増設（計２４箇所）、

穂波庁舎３箇所にアクセスポイントを設置  

（中期実施状況）  

・庁内ネットワークの整備を行い、会議資料のペーパーレス化を推進  

・電子決裁の導入  
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現在紙ベースで管理している地図情報、複数部局で別に管理している地図情報

を統合型ＧＩＳにより一元化し全庁的に共有することで行政事務の効率化を図り

ます。  

また、インターネット上に行政の持つ地図情報を公開する公開型ＧＩＳにより、

市民サービスの向上を図るとともに、災害時等には、有用な情報を公開することで

市民の安心安全に貢献します。  

 

 

 

 

 

 

 

※重点施策１－３－５「デジタル技術を活用した業務の効率化」へ統合。※  

 

                                                   
※１  統合型ＧＩＳ：空間データを複数の部署で共用できるよう整備し、データの重複整備の防止と内部の情報  

交換の迅速化、効率化を図った地理情報システムのこと。  
※２  公開型ＧＩＳ：インターネットを通じ、市民 (事業者 )に向けて地図を使って情報発信できる地理情報システ  

ムのこと。  
※３ RPA(Robotic Process Automation)：ソフトウェア・ロボットによる業務自動化。人間が行うキーボードや  

マウス等の端末操作を自動化する技術。  

【前期】調査研究施策１－３－３ 統合型ＧＩＳの調査研究  

【中期】重点施策１－３－２  ＧＩＳの活用推進 

【後期】重点施策１－３－２  統合型・公開型ＧＩＳの活用推進 

【中期新規個別施策】 

重点施策１－３－３  ＲＰＡ活用※３による働き方改革の推進  

（前期実施状況）  

・統合型ＧＩＳ※１の導入検討  

・市民向けに公開するＧＩＳシステム（公開型ＧＩＳ※２）の導入検討  

 

（中期実施状況）  

・行政経営戦略推進本部を立ち上げＧＩＳ部会を設置  

・他自治体に先進地視察を行い、公開型ＧＩＳ・統合型ＧＩＳの情報収

集の実施  

（中期実施状況）  

・軽自動車税申告書の登録・廃車情報、後期高齢者医療の相続人代表者

指定届兼口座指定届及び過誤納金還付請求書情報を基幹系システムへ

の入力を実施  
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国が指定する基幹系システム 20 業務※４について、令和７年度までに国が策定

する標準準拠システム及びガバメントクラウドに移行することを目指します。  

 

  

                                                   
※１  Fi t&Gap：システム開発において、求める機能とパッケージソフトの機能の適合性を分析する手法のこと。  
※２  RFI(Request For Information)：情報提供依頼書のこと。業務委託、入札、調達などのための情報収集  

を目的とする。  
※３  ガバメントクラウド：国や地方自治体などすべての行政機関が共通した仕様で行政サービスのシステムを  

整備できるクラウドサービスのこと。  
※４ 国が指定する基幹系システム 20 業務：①児童手当②子ども・子育て支援③住民基本台帳④戸籍の附  

票⑤印鑑登録⑥選挙人名簿管理⑦固定資産税⑧個人住民税⑨法人住民税⑩軽自動車税⑪戸籍  

⑫就学⑬健康管理⑭児童扶養手当⑮生活保護⑯障害者福祉⑰介護保険⑱国民健康保険⑲後期高  

齢者医療⑳国民年金  

【前期】推進施策１－３－２  自治体クラウド及び共同利用の推進  

【中期】推進施策１－３－４  自治体クラウド・共同利用の推進及び標

準準拠システム移行への調査研究 

【後期】重点施策１－３－３  標準準拠システム及びガバメントクラウ

ド※３への移行 

（前期実施状況）  

・職員向けグループウェア共同利用の導入の判断  

（中期実施状況）  

・令和７年度までに標準準拠システムへの移行を完了させるため、Ｆｉ

ｔ＆Ｇａｐ※１やＲＦＩ※ 2 等を実施  
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在宅勤務によるテレワークやＷｅｂ会議等の実施により、場所にとらわれない

働き方を推進し、災害時や新型コロナウイルス等感染症発生時において事業継続

ができるよう環境を整えます。※１  

 

 

RPA やデジタルツール等の活用により業務の効率化を図り、限られた予算や人

的資源を効果的に活用し効率的な行政運営をすることで、行政サービスの更なる

向上につなげます。  

   

                                                   
※１  Ｗｅｂ会議：パソコンやスマートフォンなどのデバイスとネット環境により、顔を合わせてコミュニケーションを  

取れる会議のこと。  

【前期】調査研究施策１－３－４ モバイル端末の活用研究  

【中期】推進施策１－３－５  テレワーク、Ｗｅｂ会議※１による柔軟な

働き方の推進 

【後期】推進施策１－３－４ Ｗｅｂ会議による柔軟な働き方の推進 

【後期新規個別施策】  

重点施策１－３－５  デジタル技術を活用した業務の効率化  

（前期実施状況）  

・モバイル端末利活用実証事業の開始・検証の実施  

（中期実施状況）  

・モバイル端末機器庁外利用実証事業（モバイル端末を３台から５台に

増台）  

・Ｗｅｂ会議システム整備事業（Ｗｅｂ会議用端末やその他周辺機器の

整備）  
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基本目標１－４  ＩＣＴマネジメントの推進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の保護はもとより、業務に伴う機密情報等適切な情報管理を図るため、

技術的な情報セキュリティ対策の強化を講じるとともに、ヒューマンエラー※１に

よる情報漏えいを防止する対策を行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適切な情報管理及び地域情報化の前提となる職員の情報リテラシーの向上を図

るため、各部署において DX 推進リーダーを育成するとともに、全職員を対象とす

る研修を実施します。  

  

                                                   
※１  ヒューマンエラー：人間が原因で起こるトラブルや誤りのこと。  

【前期】重点施策１－４－１  個人情報保護、情報セキュリティ対策の強化 

【中期】重点施策１－４－１  個人情報保護、情報セキュリティ対策の強化 

【後期】継続施策１－４－１  個人情報保護、情報セキュリティ対策の強化 

【前期】重点施策１－４－３  職員の情報リテラシー向上の取組  

【中期】重点施策１－４－２  職員の情報リテラシー向上の取組  

【後期】重点施策１－４－２  職員の情報リテラシー向上の取組  

（前期実施状況）  

・職員向け情報セキュリティ研修の実施  

（前期実施状況）  

・情報リテラシー研修の実施  

（中期実施状況）  

・職員向け情報セキュリティ研修の実施  

（中期実施状況）  

・デジタル人材育成研修の実施  

・デジタルマインド、情報リテラシーの意識調査の実施  



 

30 
 

基本目標２－１  ＩＣＴでつながり、支えあう子育て支援の推進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者の子育てに対する不安の解消や、安心して子育てしやすい地域づくりの

ため、公式 LINE におけるセグメント配信の機能を活用し、子育て支援施策や地域

の子育て情報などの効果的な情報発信を推進します。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て中の保護者の利便性向上につなげるため、児童手当等の子育て関連の申

請手続きにおいて、オンライン化によるワンストップサービスを推進します。  

  

【前期】重点施策２－１－１  子育て支援情報の受信、発信と共有 

【中期】重点施策２－１－１  子育て支援情報の受信、発信と共有 

【後期】継続施策２－１－１  子育て支援に関する情報発信  

【前期】推進施策２－１－２  子育てワンストップサービスの推進 

【中期】重点施策２－１－２  子育てワンストップサービスの推進 

【後期】重点施策２－１－２  子育てワンストップサービスの推進 

（前期実施状況）  

・飯塚市の公式 LINE における「子育て支援」サイトへのリンクによ

り情報提供手段を拡大  

・子育て関連アプリケーションによる情報発信の調査及び研究  

（前期実施状況）  

・電子申請による子育てワンストップ実施の検討  

（中期実施状況）  

・飯塚市公式 LINE に「子育て・教育」の独立ページを導入し、情報発

信を行った  

（中期実施状況）  

・導入に向け関係課と協議を行った。  
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※システム導入が困難と判断したため廃止。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外出が難しい状況にあっても、自宅から子育て相談が可能なオンライン相談環

境を活用し、引き続き子育て世代のニーズに沿った相談機能の充実を図ります。  

 

 

 保育士の事務作業を軽減させ、処遇改善を図るため、公立保育所・認定こども園

に保育園向け業務支援システムの機能拡充について検討します。システムの機能

拡充することで様々な面での事務の効率化が図れるため、保育士の事務作業の軽

減、保育への専念が可能となるだけでなく、保護者へのアプリを通した報告・連絡

が可能となることにより、利便性の向上を目指します。  

  

【前期】調査研究施策２－１－３ こども見守りシステムの調査研究 

【中期】推進施策２－１－３  こども見守りシステムの活用推進 

【前期】調査研究施策２－１－４ 子育て相談機能の調査研究 

【中期】推進施策２－１－４  子育て相談機能の推進 

【後期】推進施策２－１－３ 子育て相談機能の充実 

【後期新規個別施策】  

推進施策２－１－４ デジタル技術を活用した子育て支援業務の効率化  

（前期実施状況）  

・スマートフォン・タブレットを購入し、LINE などのソーシャルネ

ットワークを活用した相談業務の実施検討  

（中期実施状況）  

・Zoom を活用した子育て相談の実施  

（前期実施状況）  

・ＩｏＴ技術を活用したこども見守り実証事業の実施  
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基本目標２－２  ＩＣＴで実現する！すべての人が安心して暮らせる保健・

医療・福祉の連携と充実  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民が気軽に健康づくりに取り組めるように、ＩＣＴを活用して集団検診 (健診 )

や健康に関する講座等の情報発信や予約申し込み等ができる環境を整備したため、

引き続き活用を促進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安心して暮らせる地域の実現に向けて、ＩｏＴ技術を活用した高齢者等の見守

りシステムの活用を促進します。  

【前期】推進施策２－２－１  ＩＣＴを活用した健康づくりの推進 

【中期】重点施策２－２－１  ＩＣＴを活用した健康づくりの推進 

【後期】継続施策２－２－１  ＩＣＴを活用した健康づくりの促進 

【前期】調査研究施策２－２－２ 単身高齢者等の見守りシステムの調査研究 

【中期】推進施策２－２－２  単身高齢者等の見守りシステムの活用推進 

【後期】重点施策２－２－２ ＩＣＴを活用した単身高齢者等の見守り

システムの活用促進  

（前期実施状況）  

・集団検診（健診）の受付を電子申請にて実施  

（前期実施状況）  

・認知症等により徘徊の恐れがある方を選定し、見守り機器の効果につ

いて、ＩｏＴ見守り機器検証実証事業を実施  

（中期実施状況）  

・集団検診（健診）の受付を電子申請にて実施  

・いいづか健幸ポイント事業及び各種関連イベントの実施  

・他自治体連携事業の実施  

（中期実施状況）  

・システムに関する調査及び検討  
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※実施検討した結果、個人情報漏えい防止のセキュリティ対策が困難なため廃止。  

 

 

障がい者手帳アプリ「ミライロＩＤ」 (デジタル障がい者手帳 )を活用した本人

確認等の推進のため、当該アプリの紹介・周知を行います。また、併せて飯塚市

の公共施設で利用可能な施設情報をミライロに登録し、情報提供を行います。  

 

  

【前期】調査研究施策２－２－３ ＩＣＴを活用した医療連携の調査研究 

【中期】調査研究施策２－２－３ ＩＣＴを活用した医療連携の調査研究 

【後期新規個別施策】  

推進施策２－２－３ ミライロＩＤの活用促進 

（前期実施状況）  

・タブレット端末を活用した保健指導事業の実施検討  
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基本目標３－１  市の魅力を発信！ＩＣＴを活用し、地域経済の活性化を支援  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市が保有している統計情報等を二次利用しやすいデータ形式で公開する「オー

プンデータ」について、積極的に公開することで、市民参加・官民協働の推進を通

じた諸課題の解決、経済活性化、行政の高度化・効率化等が期待されるため、引き

続き活用を促進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※マップやアプリは民間企業が数多く作成しており、本市独自で作成する必要性は低

いと考えるため廃止。  

  

【前期】重点施策３－１－１  オープンデータの活用促進  

【中期】重点施策３－１－１  オープンデータの活用促進  

【後期】継続施策３－１－１  オープンデータの活用促進  

【前期】推進施策３－１－２  ＩＣＴを活用した観光の振興  

【中期】重点施策３－１－２  ＩＣＴを活用した観光の振興  

（前期実施状況）  

・データセット２７（国の推奨する１４項目について公開含む）  

・所属長向け研修、アイディアソンの実施、オープンデータ通信の発行

（月１回）  

（前期実施状況）  

・いいづかスポーツ・リゾートテニスコートに整備した公衆無線ＬＡＮ

を活用し、飯塚国際車いすテニス大会の映像配信を実施  

・旧伊藤伝右衛門邸及び歴史資料館へ公衆無線ＬＡＮを整備  

（中期実施状況）  

・オープンデータをホームページで公開  

（中期実施状況）  

・令和３年度に多言語版観光案内版の設置  

・令和４年度に観光地５カ所の３Ｄパノラママップを作製  



 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣＴの活用が幅広い産業分野で進むことが考えられ、業務効率化やアイデア

の創出といった効果をもたらすことが期待されることから、産学官の連携を強化

し、様々な分野でのＩＣＴ化を推進します。※ 1 

 

  

                                                   
※1  LPWA(Low Power Wide Area )：消費電力を抑えて遠距離通信を実現する無線通信技術。 IoT 向けなど  

に有用な技術とされ、実用化され始めている。  

【前期】推進施策３－１－３  産学官が連携したＩＣＴ農業の推進  

【中期】重点施策３－１－３  産学官が連携した産業のＩＣＴ化の推進 

【後期】重点施策３－１－２  産学官が連携した産業のＩＣＴ化の推進 

（前期実施状況）  

・鳥獣対策システム（ＬＰＷＡ※1）の実証実験の実施  

（中期実施状況）  

・【再掲】ＩｏＴを活用した鳥獣対策実証実験を終え、わな監視システ

ムを導入  

・スマート農業機械導入  
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専門アドバイザーがＩＴ系等の創業希望者を含む市内企業の成長段階に応じた

支援を行うとともに、都市圏ＩＴ企業と市内企業及び市内大学との連携促進に関

し支援等を行い、市内企業のＤＸを促進します。  

※  

 

 

 

 

 

※令和３年度までの実施事業のため廃止。  

 

  

                                                   
※１ デジタル・トランスフォーメーション (ＤＸ )：企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技  

術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務  

そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。  

【前期】推進施策３－１－４  ＩＴスキルを持った人材等による創業や

市内企業のＩＴ・ＩｏＴ化の促進  

【中期】推進施策３－１－４  ＩＴスキルを持った人材による市内企業の

デジタル・トランスフォーメーション※１の促進  

【後期】推進施策３－１－３  ＩＴスキルを持った人材による市内企業の

デジタル・トランスフォーメーションの促進  

【中期新規個別施策】  

調査研究施策３－１－５  電子地域通貨導入の調査研究  

（前期実施状況）  

・ＩＴ系等の創業希望者等に対し、コンサルタント派遣を実施しＩＴ系

企業誘致  

 

（中期実施状況）  

・先端情報技術開発支援補助金交付の実施及び先端情報技術開発実証

実験サポート事業の実施  

・ＩＴ系等企業誘致の実施  

（中期実施状況）  

・令和３年１０月から電子化が開始されたが、対象者が６０歳以上とい

うこともあり、利用実績は１件  
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市民の外出機会と消費の喚起を図るため、市内の幅広い業種で利用できるプレ

ミアム付き応援券の電子化を行う等、ＩＣＴを活用した地域経済の活性化を図り

ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＩやＩｏＴなどの技術やビッグデータ・パーソナルデータの活用により地域

の機能やサービスを効率化・⾼度化し、各種の課題の解決を推進します。※１  

  

                                                   
※１  スマートシティ： ICT や AI などの先端技術や、人の流れや消費動向、土地や施設の利用状況といったビ  

ッグデータ等を活用し、エネルギーや交通、行政サービスなどのインフラ (社会基盤 )を効率的に管理・運  

用する都市の概念。環境に配慮しながら、住民にとって、よりよい暮らしの実現を図る。  

【中期新規個別施策】 

調査研究施策３－１－６  ＩＣＴを活用した地域経済の活性化 

【後期】推進施策３－１－４  ＩＣＴを活用した地域経済の活性化 

 

【中期新規個別施策】 

調査研究施策３－１－７  ビッグデータ・パーソナルデータを活用した

スマートシティ※ １の推進  

【後期】推進施策３－１－５  ビッグデータ・パーソナルデータを活用

したスマートシティの推進 

（中期実施状況）  

・令和３年度より発行数の一部を電子化し、令和５年度は発行数の全て

の応援券を電子化  

（中期実施状況）  

・【再掲】先端情報技術開発支援補助金交付の実施及び先端情報技術開

発実証実験サポート事業の実施  

・【再掲】いいづか健幸ポイント事業及び各種関連イベントの実施  

・【再掲】他自治体連携事業の実施  
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基本目標４－１  ＩＣＴを効果的に活用した、特色ある学校教育の推進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備した電子黒板や ICT 機器の活用による効果的な学習を充実するとと

もに、児童生徒の情報活用能力の育成を図ります。また、ＳTEAM 教育※ 1

及び GIGA 端末※ 2 では性能的に実現が困難な学習活動を実現するため、児

童生徒 1 人 1 台端末環境下におけるパソコン教室の在り方について調査研

究を行い、パソコン教室の充実に向けたモデル構成の確立を目指します。  

  

                                                   
※1 STEAM 教育：Science(科学 )、Technology(技術 )、Engineering (工学 )、Mathematics (数学 )、Arts(芸術  

・教養 )の頭文字からなる造語で、理数教育に創造性教育をプラスした教育理念のこと。  
※2 GIGA 端末：多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確  

実に育成できる教育 ICT 環境を実現する GIGA スクール構想において児童生徒に整備された 1 人 1 台  

の端末のこと。  

【前期】重点施策４－１－１  教育用ＩＣＴ機器等の整備推進  

【中期】重点施策４－１－１  教育用ＩＣＴ機器等の活用推進 

【後期】継続施策４－１－１  教育用ＩＣＴ機器等の活用推進 

（前期実施状況）  

・小学校１年生から中学校３年生までの普通教室へ電子黒板を整備  

（累計３２０台）  

・小学校１年生から中学校３年生までの児童生徒に１人１台のタブレ

ットパソコンを整備（９，９２３台）  

 

（中期実施状況）  

・市立小中学校の普通教室及び特別教室に電子黒板の整備  
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学校における校務の効率化や負担軽減を図るため、統合型校務支援システムの

整備を行い、教員の働き方改革を推進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和 3 年度に授業支援ツール及び令和 5 年度に学習 e ポータルを導入したた

め、導入についての調査研究は終了となるため廃止。  

 

  

【前期】重点施策４－１－２  学校間ネットワークの最適化と活用の推進 

【中期】重点施策４－１－２  学校間ネットワークの最適化と活用の推進 

【後期】重点施策４－１－２  学校間ネットワークの最適化と活用の推進 

【前期】推進施策４－１－３  ＩＣＴを活用した校務の効率化の推進  

【中期】重点施策４－１－３  ＩＣＴを活用した校務の効率化、活用推進 

（前期実施状況）  

・ネットワーク回線の増強、セキュリティ強靭化対策事業実施  

（前期実施状況）  

・校務用パソコンをタブレット型にて整備（累計８３０台）  

（中期実施状況）  

・ネットワーク帯域の調査実施  

・ネットワーク改善のための設定変更の実施  

・ＩＣＴ推進委員会の設置及びＩＣＴ活用の協議  

（中期実施状況）  

・次期ネットワーク整備のための情報収集  

・教育クラウドプラットフォームの導入  

・教職員向け研修の実施  
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※令和 3 年度に授業支援ツール及び令和 5 年度に学習 e ポータルを導入したた

め、導入についての調査研究は終了となるため廃止。  

 

  

【前期】調査研究施策４－１－４ 教育クラウド及び共同利用の調査研究 

【中期】調査研究施策４－１－４ 教育クラウド及び共同利用の調査研究 

（前期実施状況）  

・教育クラウドプラットフォームの調査研究  

（中期実施状況）  

・次期ネットワーク整備のための情報収集  

・教育クラウドプラットフォームの導入  

・教職員向け研修の実施  
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基本目標４－２  ＩＣＴを活用した生涯学習やスポーツ、歴史、文化の振興  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※  ＩＣＴを活用し、史跡・建造物等の VR※ 2 化、飯塚市歴史資料館収蔵資料のアー

カイブス化を行い、市民共有の財産である文化財等について、教育や観光などへの

活用を推進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※継続施策４－２－１「ＩＣＴによる歴史的・文化的遺産の活用推進及び利便性の

向上」へ統合。  

 

  

                                                   
※１  デジタルアーカイブ：文書や文化資源などを電子データの形で長期的に保管する記録方式。  
※２  VR：「Virtual Real i ty」の略で、「人工現実感」や「仮想現実」を意味する。  

【前期】推進施策４－２－１  ＩＣＴによる歴史的・文化的遺産の活用推進 

【中期】重点施策４－２－１  ＩＣＴによる歴史的・文化的遺産の活用推進 

【後期】継続施策４－２－１  ＩＣＴによる歴史的・文化的遺産の活用

推進及び利便性の向上  

【前期】推進施策４－２－２  ＩＣＴを活用した施設利用の利便性向上  

【中期】重点施策４－２－２  ＩＣＴを活用した施設利用の利便性向上 

（前期実施状況）  

・デジタルアーカイブ※１、遺跡情報システムの公開  

（前期実施状況）  

・旧伊藤伝右衛門邸３Ｄパノラマビューの公開  

（中期実施状況）  

・炭鉱関連資料、収蔵資料のデジタルアーカイブス化を実施  

（中期実施状況）  

・指定登録文化財のデジタルアーカイブス化を実施  
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交流センター等で各種講座、ｅ－マナビ、放課後子ども教室等で ICT 関連の事

業を拡充し、子どもから高齢者まで、市民が情報化の恩恵を受けることができるよ

う学びの場を提供することにより、情報リテラシーの向上に取り組みます。  

 

 

 

 

 

 

※重点施策１ -２ -６「キャッシュレス化の推進」へ統合。  

  

【前期】推進施策４－２－３  市民の情報リテラシー向上の取組  

【中期】重点施策４－２－３  市民の情報リテラシー向上の取組 

【後期】継続施策４－２－２  市民の情報リテラシー向上の取組 

【中期新規個別施策】 

調査研究施策４－２－４  電子納付による施設利用の利便性向上 

（前期実施状況）  

・各交流センターでパソコン教室等の市民向け講座等の実施  

（中期実施状況）  

・プログラミング講座やスマホ講座等ＩＣＴ関連講座の実施  

（中期実施状況）  

・導入に向け先進自治体等の視察  

・展示会での情報収集の実施  
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「いつでも  どこでも  だれでも」学ぶことのできる環境構築などＩＣＴを活用

した生涯学習事業を推進します。  

 

  

【中期新規個別施策】 

調査研究施策４－２－５  ＩＣＴを活用した生涯学習事業の推進  

【後期】推進施策４－２－３  ＩＣＴを活用した生涯学習事業の推進 

（中期実施状況）  

・電子書籍貸出システムの導入に向けた市民アンケート実施  
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基本目標５－１  安全・安心で快適なまちづくりの支援  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩｏＴを活用した河川モニタリングによる防災対策を推進します。また、大雨や

台風による事前避難者の把握や、大規模災害時に、被災者が公的支援を受けるため

に必要となる罹災証明書の発行等を迅速かつ効率的に行えるよう被災者支援シス

テムの活用を推進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣＴを活用し、災害に強いまちづくり、安全安心な暮らしやすいまちづくりを

推進するために、SNS 等を通じて防災等に関する情報発信を行います。  

 

  

【前期】重点施策５－１－１  地域防災におけるＩＣＴの活用推進  

【中期】重点施策５－１－１  地域防災におけるＩＣＴ／ＩｏＴの活用推進 

【後期】重点施策５－１－１  地域防災におけるＩＣＴ／ＩｏＴの活用推進 

【前期】調査研究施策５－１－４ 安全・安心、防犯情報共有化の調査研究 

【中期】推進施策５－１－２  安全安心・防災減災情報共有化の推進 

【後期】推進施策５－１－２  安全安心・防災減災情報共有化の推進 

（前期実施状況）  

・被災者支援システムの構築  

（前期実施状況）  

・ＧＩＳにおいて、災害時に危険区域（浸水想定区域等）に居住してい

る避難行動要支援者を把握するためのデータ整備を実施  

（中期実施状況）  

・河川監視カメラ画像の閲覧を行い、災害対応に活用  

（中期実施状況）  

・避難場所情報等を災害マップに掲載  

・防災関連情報の配信  
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第５章 計画の推進 
 

１  進捗管理と計画の推進  

本計画の実効性を確保するため、ＰＤＣＡサイクルに基づき、毎年度、進

捗状況を点検・評価し、計画の適切な進行管理に努めます。  

また、毎年度の点検・評価による管理に加え、本計画期間を「前期 (２０１

８年度～２０２０年度 )」、「中期 (２０２１年度～２０２３年度 )」、「後期 (２

０２４年度～２０２６年度 )」に区切って進捗管理を行うこととします。  

なお、既存の内部組織体制に加え、市民・民間事業者・大学等から広く意

見を求める体制を構築し、適切な進捗管理と計画の推進を図ります。  

 

 

 

２  評価と計画の見直し  

施策の進行状況及び評価、並びに市民ニーズ、社会情勢の変化に加え、情

報化技術の進展に柔軟に対応するため、計画前期の最終年度である「２０２

０年度」及び計画中期の最終年度である「２０２３年度」に必要に応じて、

計画の見直しを行うこととします。  

<個別施策所管> <進捗管理・推進体制>

Check
評価

Do
実施

Act
改善

Plan
計画

計画提案

計画承認

助言・指示

報告


